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(57)【要約】
【課題】簡単な構造で、台車のこれまでの左右走行に加
え、前後走行やその場での旋回走行などを可能とするこ
とで、操作性を向上できる構造物への作業機吊下げ用支
持台車装置およびその運転方法を提供すること。
【解決手段】台車２０のアーム１３の前方側に間隔を開
けて２つの前方駆動輪２１，２１を前方操舵機構４０を
介して設けるとともに、これら２つの前方駆動輪の間の
台車のアーム後方側に１つの駆動・遊転可能な後方駆動
輪２２を後方操舵機構５０を介して設け、前方操舵機構
に互いを同一舵角逆方向に設定可能に構成する。
　これにより、台車の車輪を３輪で構成し、全輪駆動お
よび各車輪を操舵することで、これまでの左右走行や曲
線走行に加え、前後走行およびその場での旋回も可能と
なり、操作性を向上するようにする。
　また、台車装置の外壁面に対する前後方向の寄りつき
を容易とし、旋回機構を備えることなく台車上のアーム
の向きを調整したり、さらに段差乗り越えや溝通過性を
向上する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　構造物上で走行される台車のアームを介して昇降される作業機を吊下げて支持する構造
物への作業機吊下げ用台車装置であって、
　前記台車の前記アーム前方側に間隔を開けて２つの前方駆動輪を前方操舵機構を介して
設けるとともに、これら２つの前方駆動輪の間の台車のアーム後方側に１つの駆動・遊転
可能な後方駆動輪を後方操舵機構を介して設け、
　前記前方操舵機構に互いを同一舵角逆方向に設定可能に構成してなることを特徴とする
構造物への作業機吊下げ用支持台車装置。
【請求項２】
　前記前方操舵機構および前記後方操舵機構に、駆動機構を設けて駆動操舵可能に構成し
たことを特徴とする請求項１記載の構造物への作業機吊下げ用支持台車装置。
【請求項３】
　前記前方操舵機構および前記後方操舵機構の舵角および／または前後方駆動輪の車輪速
度を制御する制御手段を設けて構成したことを特徴とする請求項１または２記載の構造物
への作業機吊下げ用支持台車装置。
【請求項４】
　前記前方操舵機構および前記後方操舵機構で前記２つの前方駆動輪および前記1つの後
方駆動輪をともに平行にする前記壁面と平行または直角の舵角を設定して前記台車を左右
または前後に駆動走行可能に構成したことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の
構造物への作業機吊下げ用支持台車装置。
【請求項５】
　前記作業機を有人作業ケージまたは自動作業機械で構成したことを特徴とする請求項１
～４のいずれかに記載の構造物への作業機吊下げ用支持台車装置。
【請求項６】
　構造物上で走行される台車のアームを介して昇降される作業機を吊下げて支持する構造
物への作業機吊下げ用台車装置を運転するに際し、
　前記台車の前記アーム前方側に間隔を開けて２つの前方駆動輪を操舵可能に設けるとと
もに、これら２つの前方駆動輪の間の台車のアーム後方側に１つの後方駆動輪を操舵可能
に設け、
　これら２つの前方駆動輪および１つの後方駆動輪を、ともに平行にする前記壁面と平行
または直角に操舵して前記台車を左右または前後に直線駆動走行するようにしたことを特
徴とする構造物への作業機吊下げ用支持台車装置の運転方法。
【請求項７】
　　構造物上で走行される台車のアームを介して昇降される作業機を吊下げて支持する構
造物への作業機吊下げ用台車装置を運転するに際し、
　前記台車の前記アーム前方側に間隔を開けて２つの前方駆動輪を操舵可能に設けるとと
もに、これら２つの前方駆動輪の間の台車のアーム後方側に１つの後方駆動輪を操舵可能
に設け、
　前記２つの前方駆動輪を互いに逆方向に同一舵角操舵するとともに、前記１つの後方駆
動輪を前記２つの前方駆動輪と異なる車輪速度として曲線駆動走行するようにしたことを
特徴とする構造物への作業機吊下げ用支持台車装置の運転方法。
【請求項８】
　構造物上で走行される台車のアームを介して昇降される作業機を吊下げて支持する構造
物への作業機吊下げ用台車装置を運転するに際し、
　前記台車の前記アーム前方側に間隔を開けて２つの前方駆動輪を操舵可能に設けるとと
もに、これら２つの前方駆動輪の間の台車のアーム後方側に１つの後方駆動輪を操舵可能
に設け、
　前記２つの前方駆動輪を互いに逆方向に同一舵角操舵するとともに、前記３つの前後方
駆動輪を同一車輪速度で駆動して２つの前方駆動輪および１つの後方駆動輪の配置で決ま
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る台車旋回中心で旋回駆動走行するようにしたことを特徴とする構造物への作業機吊下げ
用支持台車装置の運転方法。
【請求項９】
　構造物上で走行される台車のアームを介して昇降される作業機を吊下げて支持する構造
物への作業機吊下げ用台車装置を運転するに際し、
　前記台車の前記アーム前方側に間隔を開けて２つの前方駆動輪を操舵可能に設けるとと
もに、これら２つの前方駆動輪の間の台車のアーム後方側に１つの後方駆動輪を操舵可能
に設け、
　前記２つの前方駆動輪を互いに逆方向に同一舵角操舵するとともに、これら２つの前方
駆動輪および前記１つの後方駆動輪で旋回中心を設定し、この設定旋回中心に対する同一
角速度で３つの駆動輪を駆動して当該設定旋回中心で旋回駆動走行するようにしたことを
特徴とする構造物への作業機吊下げ用支持台車装置の運転方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は構造物への作業機吊下げ用支持台車装置およびその運転方法に関し、台車の
前方側２輪と後方側１輪との３輪を全輪駆動および全輪操舵するようにして、無軌道型の
台車の左右走行に加え、前後走行や旋回を可能として操作性を向上するようにしたもので
、特に構造物壁面に対して作業を行う作業ケージを吊下げるゴンドラ用の台車装置として
好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　高層建築物などの構造物における窓清掃や外壁面の保守点検等を行う場合に、例えば建
築物の屋上に移動可能に台車を設置し、この台車からアームを介して垂下された吊りロー
プによって作業用ケージを昇降可能に吊り下げたゴンドラ装置が用いられ、台車を建築物
の形状に倣って移動するとともに、作業用ケージを昇降させることで外壁面全体への作業
を行うようにする。
【０００３】
　このような作業用ケージを支持するゴンドラ装置の台車は、特許文献１に開示されるよ
うに、建築物の屋上に敷設された軌道（レール）に沿って台車を移動可能とした軌道型の
ものと、軌道を敷設せずに移動させる無軌道型のものとが用いられており、比較的簡易で
安価な装置として無軌道式のものが採用されている。
【０００４】
　これまでの無軌道型のゴンドラ装置用に台車では、例えば図９に示すように、台車１の
前輪２，２を２輪とし、後輪３を１輪とした３輪を備え、前２輪２，２をモータ２ａ，２
ａにより駆動する駆動輪とするとともに、前２輪２，２に図示しない操舵機構を設けて走
行方向を変えることができるようにし、台車１上にアーム４が搭載してあり、前２輪２，
２の舵角を０度として走行方向を外壁面と平行とする図示状態の左右の直線走行と、前２
輪を互いに逆方向に同一舵角を与えて駆動することで前２輪の前方側(外壁外側)を曲率中
心とする内曲線走行(図５の内Ｒ走行モード参照)および前２輪の後方側(建築物内側)を曲
率中心とする外曲線走行(図５の外Ｒ走行モード参照)とを組み合わせて移動できるように
してある。
【特許文献１】特開２０００－３２０１３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、このような台車１で建築物の外壁面に対する前後の寄りつき(外壁面に対す
る直角方向(接近離反方向)の距離)を調整しようとすると、数回の切り返し操作と切り返
しのためのスペースが必要となり、前後方向の位置調整が大きく制約されるという問題が
ある(図７(ｂ)参照)。
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【０００６】
　さらに、従来の台車１では、建築物の出隅部分などへの作業が行ない難く、図１０に示
すように、台車１上に旋回機構５を介してアーム４を設置することで作業できるようにし
たものがあるが、アーム４を旋回すると、前後輪２，２，３と吊り荷とバランスウエイト
との位置関係が変化して不安定となる場合があり、これを解消するため台車１の４隅にア
ウトリガ６を設けて機械的に支持する必要があり、構造が複雑になるとともに、操作も煩
雑となる。
【０００７】
　さらに、後輪３が１輪で駆動しない従動輪であるため、段差の乗り越えや溝の通過性能
が低く、これを防止するため後輪３の車軸をわずかに左右にずらした２輪３，３とするこ
とが行なわれており、構造が複雑になるとともに、曲線走行もやり難くなる。
【０００８】
　この発明は、上記従来技術が有する課題に鑑みてなされたもので、簡単な構造で、台車
のこれまでの左右走行に加え、前後走行やその場での旋回走行を可能とすることで、操作
性を向上できる構造物への作業機吊下げ用支持台車装置およびその運転方法を提供しよう
とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するためこの発明の請求項１にかかる構造物壁面への作業機吊下げ用支
持台車装置は、構造物上で走行される台車のアームを介して昇降される作業機を吊下げて
支持する構造物壁面への作業機吊下げ用台車装置であって、前記台車の前記アーム前方側
に間隔を開けて２つの前方駆動輪を前方操舵機構を介して設けるとともに、これら２つの
前方駆動輪の間の台車のアーム後方側に１つの駆動・遊転可能な後方駆動輪を後方操舵機
構を介して設け、前記前方操舵機構に互いを同一舵角逆方向に設定可能に構成してなるこ
とを特徴とするものである。
【００１０】
　この構造物への作業機吊下げ用支持台車装置によれば、台車のアーム前方側に間隔を開
けて２つの前方駆動輪を前方操舵機構を介して設けるとともに、これら２つの前方駆動輪
の間の台車のアーム後方側に１つの駆動・遊転可能な後方駆動輪を後方操舵機構を介して
設け、前方操舵機構に互いを同一舵角逆方向に設定可能に構成してあり、台車の車輪を３
輪で構成し、全輪駆動および各車輪を操舵することで、これまでの左右走行や曲線走行に
加え、前後走行およびその場での旋回も可能となり、操作性を向上できるようになる。
【００１１】
　これにより、台車装置の外壁面に対する前後方向の寄りつきが容易となるとともに、旋
回機構を備えることなく台車のアームの向きを調整でき、さらに段差乗り越えや溝通過性
を向上できるようになる。
【００１２】
　また、この発明の請求項２にかかる構造物への作業機吊下げ用支持台車装置は、請求項
１記載の構成に加え、前記前方操舵機構および前記後方操舵機構に、駆動機構を設けて駆
動操舵可能に構成したことを特徴とするものである。
【００１３】
　この構造物への作業機吊下げ用支持台車装置によれば、前記前方操舵機構および前記後
方操舵機構に、駆動機構を設けて駆動操舵可能に構成してあり、操舵機構をモータなどで
駆動することで、一層容易に操作でき、作業能率を向上できるようになる。
【００１４】
　さらに、この発明の請求項３にかかる構造物への作業機吊下げ用支持台車装置は、請求
項１または２記載の構成に加え、前記前方操舵機構および前記後方操舵機構の舵角および
／または前後方駆動輪の車輪速度を制御する制御手段を設けて構成したことを特徴とする
ものである。
【００１５】
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　この構造物への作業機吊下げ用支持台車装置によれば、前記前方操舵機構および前記後
方操舵機構の舵角および／または前後方駆動輪の車輪速度を制御する制御手段を設けて構
成してあり、各車輪の操舵角と、車輪の回転方向および速度を制御することで、これまで
の左右走行や曲線走行に加え、前後走行およびその場での旋回を簡単に行なえるようにな
る。
【００１６】
　また、この発明の請求項４にかかる構造物への作業機吊下げ用支持台車装置は、請求項
１～３のいずれかに記載の構成に加え、前記前方操舵機構および前記後方操舵機構で前記
２つの前方駆動輪および前記1つの後方駆動輪をともに平行にする前記壁面と平行または
直角の舵角を設定して前記台車を左右または前後に駆動走行可能に構成したことを特徴と
するものである。
【００１７】
　この構造物への作業機吊下げ用支持台車装置によれば、前記前方操舵機構および前記後
方操舵機構で前記２つの前方駆動輪および前記1つの後方駆動輪をともに平行にする前記
壁面と平行または直角の舵角を設定して前記台車を左右または前後に駆動走行可能に構成
してあり、舵角０度と舵角９０度とすることで、左右走行と前後走行を簡単に設定できる
ようになる。
【００１８】
　さらに、この発明の請求項５にかかる構造物への作業機吊下げ用支持台車装置は、請求
項１～４のいずれかに記載の構成に加え、前記作業機を有人作業ケージまたは自動作業機
械で構成したことを特徴とするものである。
【００１９】
　この構造物への作業機吊下げ用支持台車装置によれば、前記作業機を有人作業ケージま
たは自動作業機械で構成してあり、有人作業や自動機による作業を効率良く行えるように
なる。
【００２０】
　また、この発明の請求項６にかかる構造物への作業機吊下げ用支持台車装置の運転方法
は、構造物上で壁面に倣って走行される台車のアームを介して壁面に沿って昇降される作
業機を吊下げて支持する構造物壁面への作業機吊下げ用台車装置を運転するに際し、前記
台車の前記アーム前方側に間隔を開けて２つの前方駆動輪を操舵可能に設けるとともに、
これら２つの前方駆動輪の間の台車のアーム後方側に１つの後方駆動輪を操舵可能に設け
、これら２つの前方駆動輪および１つの後方駆動輪を、ともに平行にする前記壁面と平行
または直角に操舵して前記台車を左右または前後に直線駆動走行するようにしたことを特
徴とするものである。
【００２１】
　この構造物への作業機吊下げ用支持台車装置の運転方法によれば、台車のアーム前方側
に間隔を開けて２つの前方駆動輪を操舵可能に設けるとともに、これら２つの前方駆動輪
の間の台車のアーム後方側に１つの後方駆動輪を操舵可能に設け、これら２つの前方駆動
輪および１つの後方駆動輪を、ともに平行にする壁面と平行または直角に操舵して前記台
車を左右または前後に直線駆動走行するようにしており、作業壁面と平行な舵角とこれと
直角の舵角とすることで、左右走行や前後走行での運転が簡単にできるようになる。
【００２２】
　さらに、この発明の請求項７にかかる構造物への作業機吊下げ用支持台車装置の運転方
法は、構造物上で走行される台車のアームを介して昇降される作業機を吊下げて支持する
構造物への作業機吊下げ用台車装置を運転するに際し、前記台車の前記アーム前方側に間
隔を開けて２つの前方駆動輪を操舵可能に設けるとともに、これら２つの前方駆動輪の間
の台車のアーム後方側に１つの後方駆動輪を操舵可能に設け、前記２つの前方駆動輪を互
いに逆方向に同一舵角操舵するとともに、前記１つの後方駆動輪を前記２つの前方駆動輪
と異なる車輪速度として曲線駆動走行するようにしたことを特徴とするものである。
【００２３】
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　この構造物への作業機吊下げ用支持台車装置の運転方法によれば、台車のアーム前方側
に間隔を開けて２つの前方駆動輪を操舵可能に設けるとともに、これら２つの前方駆動輪
の間の台車のアーム後方側に１つの後方駆動輪を操舵可能に設け、前記２つの前方駆動輪
を互いに逆方向に同一舵角操舵するとともに、前記１つの後方駆動輪を前記２つの前方駆
動輪と異なる車輪速度として曲線駆動走行するようにしており、曲率中心が前輪の壁面外
側にある内曲線走行や曲率中心が全輪の壁面内側にある外曲線走行のいずれの曲線走行で
の駆動運転が簡単にできるようになる。
【００２４】
　また、この発明の請求項８にかかる構造物への作業機吊下げ用支持台車装置の運転方法
は、構造物上で走行される台車のアームを介して昇降される作業機を吊下げて支持する構
造物への作業機吊下げ用台車装置を運転するに際し、前記台車の前記アーム前方側に間隔
を開けて２つの前方駆動輪を操舵可能に設けるとともに、これら２つの前方駆動輪の間の
台車のアーム後方側に１つの後方駆動輪を操舵可能に設け、前記２つの前方駆動輪を互い
に逆方向に同一舵角操舵するとともに、前記３つの前後方駆動輪を同一車輪速度で駆動し
て２つの前方駆動輪および１つの後方駆動輪の配置で決まる台車旋回中心で旋回駆動走行
するようにしたことを特徴とするものである。
【００２５】
　この構造物への作業機吊下げ用支持台車装置の運転方法によれば、台車のアーム前方側
に間隔を開けて２つの前方駆動輪を操舵可能に設けるとともに、これら２つの前方駆動輪
の間の台車のアーム後方側に１つの後方駆動輪を操舵可能に設け、前記２つの前方駆動輪
を互いに逆方向に同一舵角操舵するとともに、前記３つの前後方駆動輪を同一車輪速度で
駆動して２つの前方駆動輪および１つの後方駆動輪の配置で決まる台車旋回中心で旋回駆
動走行するようにしており、台車の旋回中心を中心として旋回する駆動運転が簡単にでき
るようになる。
【００２６】
　さらに、この発明の請求項９にかかる構造物への作業機吊下げ用支持台車装置の運転方
法は、構造物上で走行される台車のアームを介して昇降される作業機を吊下げて支持する
構造物への作業機吊下げ用台車装置を運転するに際し、前記台車の前記アーム前方側に間
隔を開けて２つの前方駆動輪を操舵可能に設けるとともに、これら２つの前方駆動輪の間
の台車のアーム後方側に１つの後方駆動輪を操舵可能に設け、前記２つの前方駆動輪を互
いに逆方向に同一舵角操舵するとともに、これら２つの前方駆動輪および前記１つの後方
駆動輪で旋回中心を設定し、この設定旋回中心に対する同一角速度で３つの駆動輪を駆動
して当該設定旋回中心で旋回駆動走行するようにしたことを特徴とするものである。
【００２７】
　この構造物への作業機吊下げ用支持台車装置の運転方法によれば、台車のアーム前方側
に間隔を開けて２つの前方駆動輪を操舵可能に設けるとともに、これら２つの前方駆動輪
の間の台車のアーム後方側に１つの後方駆動輪を操舵可能に設け、前記２つの前方駆動輪
を互いに逆方向に同一舵角操舵するとともに、これら２つの前方駆動輪および前記１つの
後方駆動輪で旋回中心を設定し、この設定旋回中心に対する同一角速度で３つの駆動輪を
駆動して当該設定旋回中心で旋回駆動走行するようにしており、台車の任意に設定した設
定旋回中心を中心とした旋回駆動運転が簡単にできるようになる。
【発明の効果】
【００２８】
　この発明の請求項１にかかる構造物への作業機吊下げ用支持台車装置によれば、台車の
アーム前方側に間隔を開けて２つの前方駆動輪を前方操舵機構を介して設けるとともに、
これら２つの前方駆動輪の間の台車のアーム後方側に１つの駆動・遊転可能な後方駆動輪
を後方操舵機構を介して設け、前方操舵機構に互いを同一舵角逆方向に設定可能に構成し
たので、台車の車輪を３輪で構成し、全輪駆動および各車輪を操舵することで、これまで
の左右走行や曲線走行に加え、前後走行およびその場での旋回も可能となり、操作性を向
上することができる。
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【００２９】
　これにより、台車装置の外壁面に対する前後方向の寄りつきが容易となるとともに、旋
回機構を備えることなく台車上のアームの向きを調整することができ、さらに段差乗り越
えや溝通過性を向上することができる。
【００３０】
　また、この発明の請求項２にかかる構造物への作業機吊下げ用支持台車装置によれば、
前記前方操舵機構および前記後方操舵機構に、駆動機構を設けて駆動操舵可能に構成した
ので、操舵機構をモータなどで駆動することで、一層容易に操作でき、作業能率を向上す
ることができる。
【００３１】
　さらに、この発明の請求項３にかかる構造物への作業機吊下げ用支持台車装置によれば
、前記前方操舵機構および前記後方操舵機構の舵角および／または前後方駆動輪の車輪速
度を制御する制御手段を設けて構成したので、各車輪の操舵角と、車輪の回転方向および
速度を制御することで、これまでの左右走行や曲線走行に加え、前後走行およびその場で
の旋回を簡単に行うことができる。
【００３２】
　また、この発明の請求項４にかかる構造物への作業機吊下げ用支持台車装置によれば、
前記前方操舵機構および前記後方操舵機構で前記２つの前方駆動輪および前記1つの後方
駆動輪をともに平行にする前記壁面と平行または直角の舵角を設定して前記台車を左右ま
たは前後に駆動走行可能に構成したので、舵角０度と舵角９０度とすることで、左右走行
と前後走行を簡単に設定することができる。
【００３３】
　さらに、この発明の請求項５にかかる構造物への作業機吊下げ用支持台車装置によれば
、前記作業機を有人作業ケージまたは自動作業機械で構成したので、有人作業や自動機に
よる作業を効率良く行うことができる。
【００３４】
　また、この発明の請求項６にかかる構造物への作業機吊下げ用支持台車装置の運転方法
によれば、台車のアーム前方側に間隔を開けて２つの前方駆動輪を操舵可能に設けるとと
もに、これら２つの前方駆動輪の間の台車のアーム後方側に１つの後方駆動輪を操舵可能
に設け、これら２つの前方駆動輪および１つの後方駆動輪を、ともに平行にする壁面と平
行または直角の操舵して前記台車を左右または前後に直線駆動走行するようにしたので、
作業壁面と平行な舵角とこれと直角の舵角とすることで、左右走行や前後走行での運転を
簡単に行なうことができる。
【００３５】
　さらに、この発明の請求項７にかかる構造物への作業機吊下げ用支持台車装置の運転方
法によれば、台車のアーム前方側に間隔を開けて２つの前方駆動輪を操舵可能に設けると
ともに、これら２つの前方駆動輪の間の台車のアーム後方側に１つの後方駆動輪を操舵可
能に設け、前記２つの前方駆動輪を互いに逆方向に同一舵角操舵するとともに、前記１つ
の後方駆動輪を前記２つの前方駆動輪と異なる車輪速度として曲線駆動走行するようにし
たので、曲率中心が前輪の壁面外側にある内曲線走行や曲率中心が全輪の壁面内側にある
外曲線走行のいずれの曲線走行での駆動運転が簡単にできる。
【００３６】
　また、この発明の請求項８にかかる構造物への作業機吊下げ用支持台車装置の運転方法
によれば、台車のアーム前方側に間隔を開けて２つの前方駆動輪を操舵可能に設けるとと
もに、これら２つの前方駆動輪の間の台車のアーム後方側に１つの後方駆動輪を操舵可能
に設け、前記２つの前方駆動輪を互いに逆方向に同一舵角操舵するとともに、前記３つの
前後方駆動輪を同一車輪速度で駆動して２つの前方駆動輪および１つの後方駆動輪の配置
で決まる台車旋回中心で旋回駆動走行するようにしたので、台車の旋回中心を中心として
旋回する駆動運転が簡単にできる。
【００３７】
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　さらに、この発明の請求項９にかかる構造物への作業機吊下げ用支持台車装置の運転方
法によれば、台車のアーム前方側に間隔を開けて２つの前方駆動輪を操舵可能に設けると
ともに、これら２つの前方駆動輪の間の台車のアーム後方側に１つの後方駆動輪を操舵可
能に設け、前記２つの前方駆動輪を互いに逆方向に同一舵角操舵するとともに、これら２
つの前方駆動輪および前記１つの後方駆動輪で旋回中心を設定し、この設定旋回中心に対
する同一角速度で３つの駆動輪を駆動して当該設定旋回中心で旋回駆動走行するようにし
たので、台車の任意に設定した設定旋回中心を中心とした旋回駆動運転が簡単にできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　以下、この発明の一実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。　
　図１～図３はこの発明の構造物への作業機吊下げ用支持台車装置を建築物の壁面作業用
の作業用ケージを備えるゴンドラ装置に適用した一実施の形態にかかり、図１はゴンドラ
装置とともに示す概略正面図およびアームの部分側面図、図２は台車装置の概略平面図お
よび概略正面図、図３は台車装置の概略左側面図および概略右側面図である。
【００３９】
　この構造物への作業機吊下げ用台車装置２０は、例えば図１に示すように、構造物であ
る建築物１１の屋上に設けられ、軌道(レール)を設置することなく走行させることで、台
車装置２０に俯仰機構１２を介して俯仰可能に設けたアーム１３を介して作業機としての
有人作業ケージ１４を２本のワイヤ１５で吊下げ、台車装置２０上の巻上装置１６でワイ
ヤ１５を巻き上げたり繰り出すことで有人作業ケージ１４を昇降させて建築物の壁面への
作業を行なう場合の作業位置の移動を行なうためのものである。図中、１７はカウンタウ
エイトである。
【００４０】
　なお、台車装置２０上に搭載されるゴンドラ装置は、図示例に限らず、アーム１３に俯
仰機構を備えないものアームを複数本で構成するものや巻上装置を作業機側に設けるもの
、作業機を自動窓拭き装置などの自動作業機械などとする他の構成であっても良い。
【００４１】
　この台車装置２０の移動には、図１の紙面に垂直な方向への移動である左右走行、図１
の紙面に平行な方向への移動である前後走行、曲線走行やその場での旋回走行があり、こ
れらを組み合わせることで、建築物の形状に応じて任意の作業位置に移動走行できるよう
にしてある。
【００４２】
　このゴンドラ装置に適用した構造物への作業機吊下げ用台車装置(以下、単に台車装置
とする。)２０では、図２および図３に示すように、アーム１３が突き出す側に設けられ
る前車輪２１が２輪で構成され、その後方の建築物１１の内側に設けられる後車輪２２が
１輪で構成され、前車輪２１の中間に後車輪２２を配置した全３輪を備えている。
【００４３】
　この台車装置２０の前車輪２１および後車輪２２にそれぞれ駆動機構３０および前後輪
操舵機構４０，５０が設けられて全輪駆動および全輪操舵できるようにしてある。
【００４４】
　この台車装置２０では、台車本体２３に鉛直方向の支持軸２４が軸受を介して回動可能
に設けられ，この支持軸２４に、下方に開口したコ字状の車輪支持フレーム２５が取り付
けられ、車輪支持フレーム２５に水平な車輪軸２６が軸受を介して回転可能に取り付けら
れ、車輪軸２６にキーを介して前車輪２１、２１や後車輪２２が取り付けてある。
【００４５】
　これらの車輪の駆動機構３０は、車輪支持フレーム２５の一方側にモータ取付ブラケッ
ト３１が取り付けられ、モータ取付ブラケット３１の外側に正逆転可能なギアモータで構
成した車輪駆動モータ３２が取り付けられ、モータ軸にカップリングを介して車輪軸２６
が連結してある。なお、この台車装置２０では、台車装置２０をコンパクトにするため、
車輪駆動モータ３２が台車本体２３の内側に位置するようにしてあり、前車輪２１、２１
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の車輪駆動モータ３２の回転方向と後車輪２２の車輪駆動モータ３２の回転方向が逆にな
っている。
【００４６】
　次に，台車装置２０の操舵機構は、前輪操舵機構４０と後輪操舵機構５０とが設けられ
て構成され、前輪操舵機構４０は左右の前車輪２１，２１を互いに同一角度逆方向に操舵
するものであり、左右の前車輪２１，２１の中央部の台車本体２３にギアボックス４１が
取り付けられて同一歯数の歯車で逆方向に回転する２本の操舵軸４２、４２が鉛直方向に
設けられ、それぞれの操舵軸４２、４２の上端にチェーンスプロケット４３、４３が取り
付けてある。そして、一方の操舵軸４２にギアモータで構成され正逆転可能な前輪操舵モ
ータ４４がカップリングを介して連結してあり、駆動操舵できるようにしてある。また、
左右のチェーンスプロット４３、４３と左右の前車輪２１、２１の各支持軸２４の上端に
取り付けたチェーンスプロケット４５、４５との間にそれぞれ前輪操舵力伝達チェーン４
６，４６が巻き掛けてある。
【００４７】
　一方、後輪操舵機構５０は、後車輪２２近傍の台車本体２３に操舵軸５１が鉛直方向に
設けられ、この操舵軸５１の上端にチェーンスプロケット５２が取り付けられるとともに
、下端にギアモータで構成され正逆転可能な後輪操舵モータ５３がカップリングを介して
連結してあり、駆動操舵できるようにしてある。そして、操舵軸５１のチェーンスプロケ
ット５２と後車輪２２の支持軸２４の上端に取り付けたチェーンスプロケット５４との間
に後輪操舵力伝達チェーン５５が巻き掛けてある。
【００４８】
　このような台車装置２０の駆動機構３０および操舵機構４０、５０の車輪駆動モータ３
２および前輪操舵モータ４４、後輪操舵モータ５３が制御手段を構成する制御装置６０で
車輪速度および舵角を制御できるようにしてある。
【００４９】
　なお、この台車装置２０では、制御装置６０で前車輪２１、２１および後車輪２２の車
輪速度および回転方向の制御を行なうとともに、前車輪２１、２１の舵角を、例えば図２
中に矢印で示したように、２２５度程度の範囲で任意に制御し、後車輪２２の舵角を左右
走行の０度(図２の図示状態)とこれと直角方向の前後走行の９０度の舵角のいずれかに制
御するようにしてある。
【００５０】
　このような台車装置２０によれば、３輪駆動、３輪操舵としたので、溝や段差などがあ
っても簡単に乗り越えることができ、操作性を向上することができる。
【００５１】
　次ぎに，このように構成した台車装置２０で行なうことができる構造物への作業機吊下
げ用台車装置の運転方法とともに、走行モードについて、図４～７により説明する。
【００５２】
　図４～図７はこの発明の構造物への作業機吊下げ用支持台車装置の運転方法を建築物の
壁面作業用の作業用ケージを備えるゴンドラ装置に適用した一実施の形態にかかり、図４
はそれぞれ直線走行モードの平面説明図、図５はそれぞれ曲線走行モードの平面説明図、
図６はそれぞれ旋回走行モードの平面説明図、図７はそれぞれ各走行モードによる台車装
置のアームの位置の説明図である。
【００５３】
　この台車装置２０では、図４に示すように、２つの直線走行モードの走行ができ、図４
(ａ)に示す左右走行モードでは、前車輪２１、２１および後車輪２２のそれぞれの舵角を
０度 (各車輪の車輪軸が建築物１１の壁面と直角になる状態） とし、３輪とも同一の車
輪速度で駆動することで、左右方向に直線走行する。
【００５４】
　これにより、図７(ａ)中の上下の矢印で示す建築物１１の壁面に沿う作業位置などの移
動が可能となる。
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【００５５】
　また、もう１つの直線走行モードの前後走行モードでは、前車輪２１、２１および後車
輪２２をそれぞれ操舵機構４０、５０で９０度の舵角(各車輪の車輪軸が建築物１１の壁
面と平行になる状態)に操舵し、３輪とも同一の車輪速度で駆動することで、前後方向に
直線走行する。
【００５６】
　これにより、図７(ｂ)に示す建築物１１の壁面に対する寄りつきが容易となり、アーム
１３を俯仰機構１２で俯仰させることなく、壁面との距離を台車装置２０で調整すること
ができ、吊下げた有人作業ケージ１４の高さを変えることなく接近離反することができる
。また、左右走行モードと前後走行モードを組み合わせることで、図７(ａ)に示すＳ字路
の走行が可能となる。
【００５７】
　さらに、この台車装置２０では、図５に示すように、２つの曲線走行モードの走行がで
き、図５(ａ)に示す内Ｒ走行モード（走行する曲線の曲率中心が前車輪の壁面外側にある
曲線に沿う走行）では、前車輪２１、２１のそれぞれの舵角を０度から外側に向って同一
角度とし、後車輪２２の舵角を０度とし、前車輪２１、２１を同一の車輪速度で駆動し、
後車輪２２の車輪速度を曲線の曲率半径に応じて前車輪２１、２１より速い速度とするこ
とで、曲線走行する。
【００５８】
　また、もう１つの曲線走行モードの図５(ｂ)に示す外Ｒ走行モード（走行する曲線の曲
率中心が前車輪の壁面内側にある曲線に沿う走行）では、前車輪２１、２１のそれぞれの
舵角を０度から内側に向って同一角度とし、後車輪２２の舵角を０度とし、前車輪２１、
２１を同一の車輪速度で駆動し、後車輪２２の車輪速度を曲線の曲率半径に応じて前車輪
２１、２１より遅い速度または停止状態とすることで、曲線走行する。
【００５９】
　これら２つの曲線走行モードにより、台車装置２０を曲線に沿って走行させることがで
きる。
【００６０】
　また、この台車装置２０では、図６に示すように、２つの旋回走行モードでその場での
旋回走行ができ、図６(ａ)に示す基本旋回走行モードでは、２つの前車輪２１、２１およ
び１つの後車輪２２の支持軸２４を結ぶことで得られる３角形の重心を旋回中心とするも
ので、すでに説明した外Ｒ走行モードの曲線の曲率中心を３つの車輪の支持軸で形成され
る３角形の重心として走行させるものに相当し、前車輪２１、２１のそれぞれの走行方向
に直交する方向が旋回中心を通る同一角度の舵角とし、後車輪２２の舵角を０度として走
行方向に直交する方向が旋回中心を通るようにし、前車輪２１、２１および後車輪２２の
３輪を同一の車輪速度で駆動することで、旋回走行する。
【００６１】
　これにより、台車装置２０を旋回中心を中心にその場で旋回させることができ、例えば
図７(ｃ)、(ｄ)に示すような建築物１１の出隅部分へもアーム１３を壁面に垂直に突き出
すように位置させることができる。
【００６２】
　したがって、台車装置２０だけで、アーム１３の向きを調整することができ、アーム１
３の向きを変えても、図８(ｂ)に示すように、車輪２１，２１，２２の配置やカウンタウ
エイト１７に対するアーム１３の配置が変化することがないので、従来の旋回機構５を別
に設けたり、アウトリガ６を設ける必要がなく、台車装置２０の低重心化を図ることがで
きる。
【００６３】
　また、もう１つの旋回走行モードでは、図６(ｂ)に示すように、旋回中心を基本旋回中
心により後車輪２２側に移動した設定旋回中心を中心として旋回走行させる応用旋回走行
モードであり、２つの前車輪２１、２１の舵角を基本旋回走行モードに比べて小さな舵角
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として前車輪２１，２１の走行方向に直交する方向が設定旋回中心を通るようにし、後車
輪２２の舵角を０度として走行方向に直交する方向も設定旋回中心を通るようにし、前車
輪２１、２１および後車輪２２の３輪を設定旋回中心に対する同一角速度となる車輪速度
で駆動することで、旋回走行する。
【００６４】
　これにより、台車装置２０を設定旋回中心を中心にその場で旋回させることができ、旋
回スペースによって台車装置２０に搭載した機器，例えばアーム１３などと建築物１１な
どとの干渉を防止しながら旋回させることができるとともに、すでに説明した基本旋回走
行モードと同一の効果も奏する。
【００６５】
　なお、上記実施の形態では、作業機として作業用ケージを用い、作業者が搭乗して作業
を行う場合を例に説明したが、作業機としては作業用ケージに限らず、自動作業機械など
を吊下げて昇降させて作業を行うようにすることもでき、例えば自動窓拭き装置や自動塗
装装置などを挙げることができる。
【００６６】
　また、作業機を吊下げるワイヤを２本用いる場合を図示したが、４本で構成するように
しても良い。
【００６７】
　さらに、前車輪や後車輪をそれぞれ一輪で構成したが、車輪支持フレーム内に、例えば
ダブルタイヤのように、複数の車輪を装着して構成することもできる。
【００６８】
　また、車輪や操舵機構の駆動形式もモータとチェーン伝達機構を組み合わせる場合に限
らず、油圧モータなどの他の駆動源や歯車伝達機構などの他の機構を用いることもできる
。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】この発明の構造物への作業機吊下げ用支持台車装置を建築物の壁面作業用の作業
用ケージを備えるゴンドラ装置に適用した一実施の形態にかかるゴンドラ装置とともに示
す概略正面図およびアームの部分側面図である。
【図２】この発明の構造物への作業機吊下げ用支持台車装置を建築物の壁面作業用の作業
用ケージを備えるゴンドラ装置に適用した一実施の形態に台車装置の概略平面図および概
略正面図である。
【図３】この発明の構造物への作業機吊下げ用支持台車装置を建築物の壁面作業用の作業
用ケージを備えるゴンドラ装置に適用した一実施の形態にかかる台車装置の概略左側面図
および概略右側面図である。
【図４】この発明の構造物への作業機吊下げ用支持台車装置の運転方法を建築物の壁面作
業用の作業用ケージを備えるゴンドラ装置に適用した一実施の形態にかかるそれぞれ直線
走行モードの平面説明図である。
【図５】この発明の構造物への作業機吊下げ用支持台車装置の運転方法を建築物の壁面作
業用の作業用ケージを備えるゴンドラ装置に適用した一実施の形態にかかるそれぞれ曲線
走行モードの平面説明図である。
【図６】この発明の構造物への作業機吊下げ用支持台車装置の運転方法を建築物の壁面作
業用の作業用ケージを備えるゴンドラ装置に適用した一実施の形態にかかるそれぞれ旋回
走行モードの平面説明図である。
【図７】この発明の構造物への作業機吊下げ用支持台車装置の運転方法を建築物の壁面作
業用の作業用ケージを備えるゴンドラ装置に適用した一実施の形態にそれぞれ各走行モー
ドによる台車装置のアームの位置の説明図である。
【図８】この発明の構造物への作業機吊下げ用支持台車装置を建築物の壁面作業用の作業
用ケージを備えるゴンドラ装置に適用した一実施の形態にかかる台車装置の奏する効果の
説明図である。
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【図９】従来の壁面作業用の作業用ケージを備えるゴンドラ装置の台車装置の概略説明図
である。
【図１０】従来の壁面作業用の作業用ケージを備えるゴンドラ装置の旋回機構つき台車装
置の概略説明図である。
【符号の説明】
【００７０】
１１　　　　建築物（構造物）
１２　　　　俯仰機構
１３　　　　アーム
１４　　　　有人作業ケージ(作業機)
１５　　　　ワイヤ
１６　　　　巻上装置
１７　　　　カウンタウエイト
２０　　　　台車装置(構造物への作業機吊下げ用支持台車装置)
２１　　　　前車輪
２２　　　　後車輪
２３　　　　台車本体
２４　　　　支持軸
２５　　　　車輪支持フレーム
２６　　　　車輪軸
３０　　　　駆動機構
３１　　　　モータ取付ブラケット
３２　　　　車輪駆動モータ
４０　　　　前車輪操舵機構(操舵機構)
４１　　　　ギアボックス
４２　　　　操舵軸
４３　　　　チェーンスプロケット
４４　　　　前車輪操舵モータ
４５　　　　チェーンスプロケット
４６　　　　前輪操舵力伝達チェーン
５０　　　　後車輪操舵機構(操舵機構)
５１　　　　操舵軸
５２　　　　チェーンスプロケット
５３　　　　後車輪操舵モータ
５４　　　　チェーンスプロケット
５５　　　　後輪操舵力伝達チェーン
６０　　　　制御装置(制御手段)
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